
お知らせ

2022.9.1発行99 88

陸の港西淡前より徒歩 1 分
西淡三原ＩＣから車で３分 南あわじ斎場

葬儀・仏壇・墓石・ギフト

株 式 会 社 神 戸 未 来
〒 656-0322 南あわじ市志知鈩 466-1
TEL：0799-36-0033　 FAX：0799-36-0053

（市内割引致します）

無料

アリスホームドクター
南あわじ市北阿万筒井76-1

•しろあり　•はち
•ゴキブリ　•ムカデ
•ネズミ　　•イタチ
•ハト　　　•コウモリ
•その他害虫☎0799-55-0800

※お気軽にお問合せ下さい。

淡路島のシロアリ防除・害虫駆除専門店

全島対応
いたします
全島対応
いたします

しろあり被害・拡大中!!

調査・
見積無料！

　
市
で
は
災
害
に
備
え
て
、
家
族

等
の
援
助
が
困
難
で
何
ら
か
の
支

援
が
必
要
な
人
の
情
報
を
平
常
時

か
ら
把
握
し
、
災
害
時
に
地
域
で

連
携
し
て
支
援
を
行
う
た
め
の
体

制
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

登
録
対
象
者

❶
障
害
者
…
身
体
障
害
者
手
帳

（
１・
２
級
）、
療
育
手
帳
（
Ａ

判
定
）、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
（
１
級
）
を
持
っ
て
い

る
人

❷
高
齢
者
…
介
護
保
険
に
お
け
る

要
介
護
認
定
者
（
要
介
護
３
以

上
）、
65
歳
以
上
で
一
人
暮
ら

し
の
人
ま
た
は
、
高
齢
者
世
帯

で
自
力
で
の
避
難
が
困
難
な
人

登
録
方
法　
各
担
当
区
域
の
民
生

委
員
・
児
童
委
員
に
直
接
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

※
登
録
に
は
、
個
人
情
報
（
氏
名・

住
所
・
性
別
・
生
年
月
日
）
を

関
係
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
へ

の
同
意
が
必
要
で
す

※
登
録
は
、
災
害
時
の
救
助
の
優

先
順
位
を
決
め
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
災
害
時
に

は
住
民
全
員
が
被
災
者
と
な
る

た
め
、
安
否
確
認
を
す
ぐ
に
行

う
こ
と
や
、
支
援
活
動
自
体
が

で
き
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す

※
自
力
（
家
族
等
の
援
助
を
含
む
）

で
避
難
で
き
る
人
は
登
録
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん

災害時要援護者登録 危険箇所や避難場所、避難所を確認しましょう
台風シーズンを迎えます

問福祉課☎ 43-5216 問危機管理課☎ 43-5203

◆火曜日以外の平日は、市役所本館 1 階ロビーで
　開設しています

問広報情報課☎ 43-5206

スマホ出張相談窓口
９月の予定お知

らせ
お知
らせ

お知
らせ

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
関
す
る

「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
の
解
決
を

お
手
伝
い
す
る
ス
マ
ホ
出
張
相
談

窓
口
。
９
月
の
出
張
相
談
の
予
定

は
下
表
の
と
お
り
で
す
。
窓
口
の

混
雑
解
消
の
た
め
、
来
場
の
予
約

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

開
設
時
間　

午
前
９
時
～
午
後

４
時
45
分
（
午
後
４
時
最
終

受
付
）

予
約
受
付
専
用
電
話

　
☎
０
１
２
０・３
３
３・８
５
７

※
受
付
時
間
は
平
日
の
午
前
10
時

～
午
後
７
時

日　　程 場　　　所

９月  6 日（火） 神代地区公民館

９月 13 日（火） 潮美台地区公民館

９月 20 日（火） 三原志知公民館

９月 27 日（火） 阿那賀地区公民館

❶固定資産税・・・・・・・【3期】

❷国民健康保険税・・・【3期】

❸後期高齢保険料・・・【3期】

※納付が困難な場合は、各担当課にご相
談ください

（問）❶❷税務課☎43-5213
　　❸長寿・保険課☎43-5217

今月の納期限は9月30日（金）今月の納期限は9月30日（金）

　
「
鳴
門
海
峡
の
渦
潮
」
を
中
心
と

し
た
う
ず
し
お
エ
リ
ア
の
魅
力
を
広

く
発
信
す
る
た
め
、
南
あ
わ
じ
市
と

鳴
門
市
が
共
同
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
う
ず
し
お
ぐ
る
ぐ
る
」
を
作
成
し

ま
し
た
。

　
市
内
の
遊
び
体
験
・
ア
ク
テ
ィ
ビ

テ
ィ
情
報
の
整
理
と
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

掲
載
内
容
の
充
実
を
図
る
た
め
、
体

験
型
観
光
情
報
を
登
録
い
た
だ
け
る

事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
者　
市
内
の
事
業
者
（
体
験
型

観
光
を
提
供
す
る
個
人
・
団
体
）

申
込
方
法　
専
用
の
申
込
フ
ォ
ー
ム

か
ら
ご
登
録
く
だ
さ
い

申
込
期
限　
９
月
30
日
（
金
）

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い

遊び体験・アクティビティ事業者を募集
観光情報をホームページに掲載しませんか

問商工観光課☎ 43-5221
募集

※警戒レベル５は、すでに災害が発生しています。また、必ず発令されるものではありません

レベル５ 
（※） 災害が発生 命を守る最善の行動 緊急安全確保

（市が発令）

レベル４ 災害発生の恐れが高い
危険な場所から
全員避難

避難指示
（市が発令）

レベル３ 災害発生の恐れがある 危険な場所から
高齢者等は避難

高齢者等避難
（市が発令）

レベル２ 気象状況の悪化 避難行動の確認 大雨・洪水注意報など
（気象庁が発表）

レベル１ 気象状況の悪化の恐れ 心構えを高める 早期注意情報など
（気象庁が発表）

警戒レベル 状況 住民がとるべき行動 避難情報等

　これから台風シーズンを迎えます。今一度、自宅周辺の危険箇所や、ご自身の避難行動について確認し、災害
に備えましょう。

「避難場所」と「避難所」の違い
・「避難場所」…災害から身を守るため一時的に逃げ込む場所です。洪水・土砂災害・津波など、災害の種別ご

とに指定されています。
※市指定の避難場所へ行くことだけでなく、安全な親戚・知人宅、公園、高台、地区公会堂などへ避難すること

も選択肢の１つです。
・「避難所」…自宅で過ごすことができなくなったとき、一定期間、避難生活をする場所です。

ハザードマップで危険箇所の確認を
　自宅や勤務先の周辺はどのような災害に注意するべきかや、避難場所、避難所を確認しましょう。
ハザードマップをお持ちでない人には危機管理課で配布しています。また、市ホームページからもご覧
いただけます。

警戒レベルと避難行動
　避難が必要な場所にいる場合は、「警戒レベル４／避難指示」で直ちに避難を開始してください。高齢者や避難
に時間がかかる人は「警戒レベル３／高齢者等避難」で避難を開始してください。「警戒レベル５／緊急安全確保」
はすでに災害が発生している状況です。できるだけ身近で安全な場所へ移動して命を守る行動をとりましょう。




